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○

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
三
条
の
二

令
第
十
四
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
十
三
条
の
二

令
第
十
四
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の

の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画

位
置
、

一

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画

位
置
、

区
域
又
は
面
積
の
変
更
で
、
区
域
区
分
の
変
更
に
伴
い
市
街
化
区
域
か
ら
除

区
域
又
は
面
積
の
変
更
で
、
区
域
区
分
の
変
更
に
伴
い
市
街
化
区
域
か
ら
除

外
さ
れ
る
土
地
の
区
域
を
当
該
地
域
の
区
域
か
ら
除
外
し
た
に
と
ど
ま
る
と

外
さ
れ
る
土
地
の
区
域
を
当
該
地
域
の
区
域
か
ら
除
外
し
た
に
と
ど
ま
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の

認
め
ら
れ
る
も
の

二

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
位
置
又
は
区
域
の
変

（
新
設
）

更
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
区
間
の
道
路
の
区
域
が
国
若
し
く
は
地
方

公
共
団
体
（
当
該
変
更
を
す
る
市
町
村
を
除
く
。
）
が
管
理
す
る
他
の
道
路

又
は
当
該
他
の
道
路
以
外
の
都
市
計
画
施
設
（
当
該
変
更
を
す
る
市
町
村
の

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
区
域
に
接
し
、
又
は
重
複
す
る
も
の
を
除
く
。

三

都
市
高
速
鉄
道
に
関
す
る
都
市
計
画

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
位
置
又
は

（
新
設
）

区
域
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
区
間
の
都
市
高
速
鉄
道
の
区
域

が
当
該
都
市
高
速
鉄
道
以
外
の
都
市
計
画
施
設
（
当
該
変
更
を
す
る
市
の
都

市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
区
域
に
接
し
、
又
は
重

複
す
る
も
の
を
除
く
。

四

公
園
及
び
緑
地
に
関
す
る
都
市
計
画

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
位
置
、
区

（
新
設
）

域
又
は
面
積
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
区
域
が
他
の
都
市
計
画

施
設
の
区
域
と
重
複
す
る
も
の
を
除
く
。
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五

一
団
地
の
住
宅
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画

二

一
団
地
の
住
宅
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画

イ

住
宅
の
低
層
、
中
層
又
は
高
層
別
の
予
定
戸
数
の
変
更
で
、
当
該
変
更

イ

住
宅
の
低
層
、
中
層
又
は
高
層
別
の
予
定
戸
数
の
変
更
で
、
当
該
変
更

に
よ
る
予
定
戸
数
の
合
計
の
変
更
が
二
百
戸
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
変
更

に
よ
る
予
定
戸
数
の
合
計
の
変
更
が
二
百
戸
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
変
更

前
の
予
定
戸
数
の
合
計
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の

前
の
予
定
戸
数
の
合
計
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の

ロ

公
共
施
設
、
公
益
的
施
設
又
は
住
宅
の
配
置
の
方
針
の
変
更
で
、
公
共

ロ

公
共
施
設
、
公
益
的
施
設
又
は
住
宅
の
配
置
の
方
針
の
変
更
で
、
公
共

施
設
又
は
公
益
的
施
設
の
規
模
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

施
設
又
は
公
益
的
施
設
の
規
模
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の


